
福井県環境放射能測定技術会議規程 

 

（会の名称） 

第１条 本会議は、福井県環境放射能測定技術会議と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会議は、福井県の関係機関ならびに原子力施設設置者が県内の施設周辺で実    

施する環境放射線モニタリングについて技術的に検討し、環境放射能の状況を    

常時確認することを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 本会議は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。 

１ 原子力施設の平常運転時における環境放射線モニタリング項目の調整 

２ 放射能測定の方法の検討および調査 

３ 環境放射線モニタリングの結果の評価 

４ 報告書の作成ならびに福井県原子力環境安全管理協議会への提出 

５ その他環境放射線モニタリングに関する技術的事項 

 

（構成） 

第４条 本会議は次の機関の専門技術者をもって構成する。 

     福井県防災安全部原子力安全対策課 日本原子力発電株式会社 

     福井県原子力環境監視センター   関西電力株式会社 

     福井県水産試験場         国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

なお、オブザーバーとして、県内の原子力規制事務所上席放射線防災専門官の

出席を得る。また、必要に応じて専門機関の意見を求めることができる。 

 

（議長および事務局） 

第５条 本会議の議長は、福井県原子力環境監視センター所長をもってあてる。 

 本会議の事務局を、議長の属する機関に置く。 

 

（会議の開催） 

第６条 本会議は、四半期ごとに定例会議を、また構成員が必要を認めた場合はその都    

度会議を開催する。 

 

（定例会議以外の会議） 

第７条 本会議には、四半期ごとの定例会議以外に、必要に応じ、小委員会、幹事会、    

作業部会を置くことができる。 



 

 

（報告書の作成） 

第８条 本会議は、年度開始に先立ち調査計画書を、また環境放射線モニタリングの結

果に関し、四半期および年度ごとに報告書を作成する。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程は構成員の同意を得て改廃することができる。 

 

（その他） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は議長が会議

に諮って定める。 

 

 

 

    附則 

 この規程は、昭和 44 年２月 12 日から施行する。 

     附則 

 この規程は、昭和 48 年８月２日から施行する。 

     附則 

 この規程は、平成７年５月 31 日から施行する。 

     附則 

 この規程は、平成 10 年７月１日から施行する。 

     附則 

 この規程は、平成 10 年 10 月１日から施行する。 

     附則 

 この規程は、平成 15 年４月１日から施行する。 

     附則 

 この規程は、平成 17 年４月１日から施行する。 

     附則 

 この規程は、平成 17 年 10 月１日から施行する。 

附則 

 この規程は、平成 24 年５月 28 日から施行する。 

    附則 

 この規程は、平成 25 年４月１日から施行する。 

 附則 

 この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 附則 

 この規程は、平成 29 年８月３日から施行する。 

 附則 

 この規程は、令和５年６月６日から施行する。 

 


